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様式第４号（第１０条関係） 
下野市国民健康保険運営協議会 議事録 

 
審議会等名   令和５年度 第４回下野市国民健康保険運営協議会 
日   時   令和６年２月１日（木） 午後１時３０分から午後２時４０分まで 
会   場   下野市役所 ３階 ３０４会議室 
出 席 者   伊澤美智江、稲見郁夫委員、九鬼眞澄委員、岡田利委員、須﨑よしえ委員、 

髙橋康子委員、冨山剛委員、内藤文明委員、鈴木玉枝委員、相澤康男委員、 
松山裕委員、吉永希代子委員、松本文男委員、小室正男委員、星野肇委員、 
山下祐治委員 

欠 席 者   野口徹委員、遠藤正三郎委員 
市側出席者   （事務局）直井市民生活部長、長塚市民課長、富永税務課長、宇賀持課長補佐、 

飯野課長補佐、日向野課長補佐、奥村環主査、青木主査 
公開・非公開の別（ 公開 ・ 一部公開 ・ 非公開 ） 
傍 聴 者   ０人 
議事録（概要）作成年月日   令和 ６年 ２月 ９日 
 
 
【協議事項等】 
１ 開会 
２ 協議事項 

（１） 令和５年度下野市国民健康保険特別会計補正予算（案）について（資料１） 
（２） 令和６年度下野市国民健康保険特別会計当初予算（案）について（資料２） 

３ 報告事項 
（１） 下野市国民健康保険税条例の一部改正について（資料３－１，３－２） 
（２） 第３期下野市国民健康保険データヘルス計画の策定について（資料４、資料４別冊） 
（３） 第４期下野市国民健康保険特定健康診査等実施計画の策定について（資料５、資料５別冊） 
（４） 第２期下野市国民健康保険データヘルス計画の進捗状況について（資料６） 
（５） 第３期下野市国民健康保険特定健康診査等実施計画の進捗状況について（資料７） 

４ その他 
（１） 令和６年度下野市国民健康保険運営協議会スケジュールについて（資料８） 

５ 閉会 
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１ 開会 
（事務局）   定刻になりました。ただ今より、令和５年度第４回下野市国民健康保険運営協議会

を開会いたします。 
なお、本日の会議ですが、遠藤委員と野口委員より欠席の連絡がありましたので、

ご報告いたします。それでは、これより議事に入りますが、下野市国民健康保険規則

第９条の規定により議事の進行を松山会長にお願いいたします。 
 

２ 協議事項 
（松山会長）  本日はお忙しいなか、第４回下野市国民健康保険運営協議会にお出席いただきまし

て誠にありがとうございます。 
それでは早速協議事項に入ります。本日の出席につきましては、定数１８名のとこ

ろ１６名で、規則第１１条の規定による会議の定足数を満たしておりますので、会議

が成立していることを申し上げます。 
つづきまして、規則第１４条の規定により本日の会議録署名委員に冨山委員と鈴木

委員を指名したいと思いますが、ご異議ございませんか。 
―異議なし― 

異議なしと認め本日の会議録署名人は冨山委員と鈴木委員にお願いいたします。 
 

（松山会長）  協議事項（１）「令和４年度下野市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）（案）

について」事務局の説明を求めます。 
（事務局）   資料１をご覧ください。１ページです。 

今回の補正予算につきましては、歳入歳出をそれぞれ７０４万９千円減額し、予算

総額５４億４,１１７万５千円するものです。内容につきましては、国保財政調整基金

利子確定に伴う増額補正、保険基盤安定負担金の確定に伴う減額補正、保険給付費等

交付金普通交付金の精算に伴う返還金支出による増額補正となっております。 
それではまず、歳入について説明いたします。 

   ６款 財産収入につきましては、８千円の増額補正で、補正後の額は４万８千円とな

ります。こちらは、国保財政調整基金利子確定によるものです。 
次に７款 繰入金、１項 一般会計繰入金、１目１節 保険基盤安定繰入金につきまし

て、７０５万７千円の減額補正で、補正後の額は、２億６,８５６万５千円となります。

こちらは、保険基盤安定負担金の交付額が確定となったため減額補正となりました。 
次に、下段歳出について説明いたします。 
５款 積立金、１項 基金積立金、１目 基金積立金につきまして、２,５１０万１

千円の減額補正で、補正後の額は１億６,７８５万２千円となります。 
こちらは、医療費支払いのため県より交付された保険給付費等交付金（普通交付金）

について、令和４年度交付分の精算により返還額が確定したことから、精算に伴う返

還金１,８０５万２千円と令和５年度国民健康保険保険基盤安定負担金の額確定に伴
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う繰入金７０５万７千円の減額及び、国保財政調整基金利子確定による８千円の増額

によるものです。 
つづきまして、７款 諸支出金、１項 償還金及び還付加算金、５目 償還金、利子

及び割引料につきまして１,８０５万２千円の増額補正で、補正後の額は１,８８５万

円になります。 
これらは、先程ご説明いたしました５款 積立金 １項 基金積立金の医療費支払

いのため県より交付された保険給付費等交付金（普通交付金）について、令和４年度

交付分の精算により返還額が確定したことから、保険給付費等交付金償還金を増額す

るものです。 
協議事項（１）令和５年度下野市国民健康保険特別会計補正予算（案）第３号の説

明となります。よろしくお願いいたします。 
（松山会長）   ただいまの説明に対しまして、ご質問はございますか。岡田委員。 
（岡田委員）  当初予算の徴税費について、１万７千円の減を見込んでいますが、これは足利銀行

の手数料徴収は見込んであるのでしょうか。 
（事務局）  足利銀行からまだ正式な発表ではないですが、口座振替手数料が有料化するという

話が出ています。今までは市への口座振替については手数料を取らずに足利銀行が処

理をしていましたが、１０月から有料化するということで進められているようです。 
  しかし、金額や、件数のカウント方法などが示されていないため当初予算には足利

銀行の口座振替手数料については加味されていません。 
  正式な実施方法が示され次第、補正予算で対応することとなりますのでよろしくお

願いします。 
（岡田委員）  わかりました。 
（松山会長）   他にございますか。無いようなので、（１）令和５年度下野市国民健康保険特別会計

補正予算（第３号）（案）について、議案のとおり承認してよろしいか、お諮りいたし

ます。  
―異議なし― 
        異議なしと認め、協議事項（１）について承認されました。 

続きまして、協議事項（２）「令和５年度下野市国民健康保険特別会計当初予算（案）

について」事務局の説明を求めます。 
（事務局）   資料２をご覧ください。２ページです。 

令和６年度の予算総額につきましては、４６億４４９万３千円で、前年度と比較し

て６億３,４９６万６千円減の予算となっております。 
歳入となります。１ページをご覧ください。それでは、歳入予算の主な内容につい

て説明いたします｡１款国民健康保険税につきましては、前年比で２,２９９万７千円

減の１０億９,８０７万７千円となります。 
減額の主な要因としましては、社会保険適用拡大に伴う被保険者数の減による税収

の減を見込んでおります。 
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２款 一部負担金、３款 使用料及び手数料、４款 国庫支出金につきましては前

年比同額を見込んでおります。 
つづきまして、５款 県支出金につきましては、前年比６億３,３２１万３千円減の 

３１億１,３３７万９千円となります。 
項目節の内訳といたしましては、１項 県補助金 １目 保険給付費等交付金 １節 

保険給付費等交付金（普通交付金）につきましては、前年比６億３,３２１万３千円の

減の３０億４,５０３万５千円を見込んでおります。 
主な要因といたしましては、社会保険適用拡大による被保険者数の減に伴う保険給

付費の減額に伴い、その財源となる普通交付金の減額を見込んでおります。 
次に２節 保険給付費等交付金（特別交付金）につきましては、前年比２００万円

増の６,８３４万４千円を見込んでおります。 
主な要因といたしましては特別調整交付金の増によるものです。 
続きまして、６款 財産収入につきましては、前年比１万６千円増の５万６千円と

なります。増額の要因としましては、預金利子の増を見込んでおります。 
７款 繰入金につきまして、前年比２,２５７万８千円増の３億７,９６１万７千円と

なります。項目ごとの内訳といたしましては、１項 一般会計繰入金につきましては、

前年比６７万４千円減の３億５,６３６万４千円となります。 
減額の主な要因としましては、保険基盤安定繰入金の減を見込んでおります。 
２項 基金繰入金につきましては、前年比２,３２５万２千円増の２,３２５万３千円

となります。 
増額の主な要因としましては、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の財

源として国保財政調整基金を充てるため基金繰入金の増を見込んでおります。 
次に８款 繰越金につきましては、前年比で１３５万円減の５００万円となります。

これは前年度からの繰越金減を見込んでおります。９款 諸収入につきましては、前

年比増減なしの８００万９千円になります。  
続きまして、歳出予算の主な内容について説明いたします｡３ページです。 
１款 総務費につきましては、前年比６３６万７千円増の７,７９８万２千円を見込

んでおります。増額の主な要因としましては、会計年度任用職員報酬、期末手当、郵

送料改定等による増によるものです。 
項ごとの内訳としましては、１項 総務管理費につきましては、前年比６３８万４

千円増の６,６８３万円となります。 
主な要因としましては、会計年度任用職員報酬、期末手当、郵送料改定によるもの

です。 
２項 徴税費につきましては、前年比１万７千円減の１,０５９万７千円となります。

主な要因としましては、コンビニ収納手数料の減によるものです。 
続きまして２款 保険給付費につきましては、前年比で６億３,５４６万３千円減の

３０億６,４８３万２千円となります。減額の主な要因としましては、社会保険適用拡
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大による被保険者数の減に伴う保険給付費の減額によるものです。 
主な項ごとの内訳としましては、１項 療養諸費につきましては、前年比６億１,８

８５万円減の２６億２,５０３万３千円となります。２項 高額療養費につきましては、

前年比１,６３７万２千円減の４億１,９９０万１千円となります。 
主な要因としましては、社会保険適用拡大による被保険者数の減に伴う保険給付費

の減額によるものです。 
４項 出産育児一時諸費につきましては、前年比２９万９千円増の１,５００万７千

円となります。主な要因としましては、出産育児一時金が令和５年４月１日から改正

されたことにより増額するものです。 
続きまして３款 国民健康保険事業費納付金につきましては、前年比１,５３５万２

千円増の１３億７,０３８万１千円となります。 
項ごとの内訳としましては、１項 医療給付分につきましては、前年比２,５０２万

８千円増の８億６,３９９万４千円となります。 
２項 後期高齢者支援金分につきましては、前年比７２６万７千円減の３億８,５９

７万３千円となります。３項 介護納付金につきましては、前年比２４０万９千円減

の１億２,０４１万４千円となります。 
この国民健康保険事業費納付金とは、平成 ３０ 年度の国保制度改正により国保運

営において新たに導入されたもので、県が責任主体となり、市町から国民健康保険事

業費納付金（以下「納付金」という。）を徴収するとともに、県内市町が医療費等の支

払に必要とする額を県から市町へ交付することとなりました。 
県が県全体の医療費を見込み、これを基に各市町の所得水準や被保険者数、医療費

水準等に応じて、納付金を算定しています。 
続きまして４款 保健事業費につきましては、前年比２,１２４万３千円減の８,１７

３万８千円を見込んでおります。 
主な要因といたしましては、社会保険適用拡大による被保険者数の減に伴う特定健

康診査事業委託料の減によるものです。 
項ごとの内訳としましては、１項 特定健康診査等事業費につきましては、前年比

２,１６８万２千円減の７,６８１万１千円となります。 
続いて２項 保健事業費につきましては、前年比４３万９千円増の４９２万７千円

となります。 
主な要因としましては、医療費通知等郵送料改定による増によるものです。 
５款 積立金につきましては、前年比１万６千円増の５万６千円を見込んでおりま

す。 
主な要因としましては、財政調整基金元金増による預金利子の増によるものです。

続きまして６款 公債費につきましては増減ございません。 
７款 諸支出金につきましては、前年比５千円増の６５０万１千円を見込んでおり

ます。 
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主な要因といたしましては、２項 共同事業拠出金 １目 第三者行為事務費拠出

金における拠出金の増によるものです。 
以上、協議事項（２）令和６年度下野市国民健康保険特別会計当初予算（案）にお

ける説明となります。よろしくお願いいたします。 
（松山会長）  ただいまの説明に対しまして、ご質問はございますか。 

それでは質問が無いようなので、協議事項（２）令和６年度下野市国民健康保険特

別会計当初予算（案）について、ご承認をいただけますでしょうか。  
―異議なし― 
       異議なしと認め、協議事項（２）について承認されました。 

３ 報告事項 
（松山会長） つづきまして、協議事項（３）「下野市国民健康保険税条例の一部改正について」事務

局の説明を求めます。 
（事務局）  お手元の、資料４ページ、資料３－１をご覧ください。 

令和６年度税制改正における国民健康保険税についてですが、国民健康保険税に係

る課税限度額につきましては、国において被用者保険とのバランスを考慮しながら、

被用者保険の最高等級の標準報酬月額に該当する被保険者の割合が１.５％に近づく

よう、段階的に引き上げられており、医療給付費等の増加が見込まれる中で、課税限

度額の超過世帯割合が１.５％台となるよう、基礎課税分、後期高齢者支援金等分、介

護納付金分それぞれの超過世帯割合のバランス等を考慮しながら、中間所得層と高所

得層との引き上げ幅が公平となるよう図られております。 
さて、令和５年１２月２２日に閣議決定された「令和６年度税制改正大綱」におき

まして、国民健康保険税の「課税限度額」及び「減額の対象となる所得の基準の引き

上げ」につきまして、改正となる記述がございましたので、ご報告いたします。 
１．令和６年度税制改正大綱をご覧ください。 
始めに、（１）「課税限度額の引き上げ」として、後期高齢者支援金等課税額に係る

課税限度額を現行の「２２万円」から「２４万円」に引き上げるものとなっておりま

す。 
次に、（２）「減額の対象となる所得の基準の引き上げ」として、５割軽減の対象と

なる世帯の軽減判定所得の算定におきましては、被保険者等の数に乗ずべき金額を現

行の「２９万円」から「２９.５万円」に、また、２割軽減の対象となる世帯の軽減判

定所得の算定におきましては、被保険者等の数に乗ずべき金額を現行の「５３．５万

円」から「５４．５万円」に引き上げるものとなっております。 
続きまして、「２．令和６年度税制改正に対する下野市の対応」でございます。 
まず、「（１）課税限度額の引き上げ」につきましては、国における税制改正がなさ

れた後、令和６年度の本運営協議会におきまして課税限度額等の改正についてご審議

を賜りますと共に、令和７年度以降分の国民健康保険税課税に向けた条例改正を実施

してまいりたいと考えております。 
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なお、下表は下野市国民健康保険税課税限度額につきまして、参考として掲載した

ものでございます。先程申し上げました後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額

改正に従いまして、合計として、現行の「１０４万円」から「１０６万円」に引き上

げるものとなっております。 
次に、「（２）減額の対象となる所得の引き上げ」につきましては、次の資料３－２

をご覧ください。 
下野市国民健康保険税条例の一部改正について、ご説明いたします。 
まず、「１概要」でございますが、令和６年度税制改正大綱において、国民健康保険

税の低所得者に係る軽減判定所得が見直されたことから、条例を一部改正するもので

ございます。 
次に、「２理由」でございますが、国民健康保険税の負担水準に関して、意図せざる

影響や不利益が生じないよう適切な措置を講じることで、安定的な制度の運用を図る

ものでございます。 
次に、「３改正内容」でございますが、先程も申し上げましたとおり、「減額の対象

となる所得の基準の引き上げ」として、５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の

算定におきましては、被保険者等の数に乗ずべき金額を現行の「２９万円」から「２

９.５万円」に、また、２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定におきまして

は、被保険者等の数に乗ずべき金額を現行の「５３．５万円」から「５４．５万円」

に引き上げるものとなっております。 
なお、下表は【軽減判定所得】の算出につきまして、改正前と改正後をまとめたも

のでございます。５割軽減及び２割軽減につきまして、下線部が改正となるものでご

ざいます。 
また、下段の【改正後の軽減世帯推計見込】でございますが、令和５年１２月末現

在のデータを基に試算したところ、現行では、合計で被保険者数が５，２６５人、世

帯数が３，４２１世帯で、軽減額が１億６，４４５万２千円となっておりますが、改

正後につきましては、今回改正となる５割軽減及び２割軽減において、減額の対象と

なる所得の基準の引き上げにより、５割軽減が、１０５万９千円の増、２割軽減が、 

１万円の増、併せまして、１０６万９千円の増となり、合計では、被保険者数が５，

３０１人、世帯数が３，４４３世帯で、軽減額が１億６，５５２万１千円となる見込

みであることから、軽減対象世帯の拡充が図られるものとなっております。 
次に、「４ 施行期日 適用区分」でございますが、施行期日は令和６年４月１日で、

地方税法施行令 改正法案の成立後、下野市国民健康保険税条例の一部改正について

専決処分を行い、令和６年度以後の年度分の国民健康保険税について適用したいと考

えております。説明は以上となります。よろしくお願いします。 
（松山会長）   ただいまの説明に対しまして、ご意見、ご質問はございますか。 

それでは質問が無いようなので、報告事項（１）国民健康保険税条例の一部改正につ

いて報告を終わります。 
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つづきまして、報告事項（２）第３期下野市国民健康保険データヘルス計画の策定に

ついて、事務局の説明をお願いします。 
（事務局）  冒頭でお話ができずに申し訳ありませんでしたが、この度第３期下野市国民健康保

険データヘルス計画の策定に際し、株式会社データホライゾンさんに委託させていた

だきましたので、報告事項（２）に限りまして株式会社データホライゾンの職員を同

席させていただきますことをご了承ください。 
それでは、資料４第３期下野市国民健康保険データヘルス計画についてご説明いた

します。 
本計画は、被保険者のレセプト等のデータを分析し、健康保持増進のための事業計

画として位置づけられており、生活習慣病の発症予防と重症化の予防、また疾患の早

期発見及び介護予防による健康寿命の延伸と医療費適正化を図ることを目的として

おり、資料４別冊の計画素案により、第１章の計画策定から第６章のその他までで構

成され第５章においてデータ分析による健康課題と今後の対策と実施内容の評価に

ついて示しております。 
では、概要版にて説明いたしますので６ページから９頁をお開きください。 
計画では、基本方針として三点掲げており、一点目は、疾病ごとの医療費比較、高

額レセプトの発生状況や発生要因となる疾病の把握を行い、課題を明確にすること。 
二点目は、健康課題を抽出し個別保健事業により健康増進と医療費適正化を図り継

続的な事業を実施すること。 
三点目は、実施事業に対する目標を設定し、効果的な実施方法を明確化するととも

に事業実施後の効果測定方法を記載することを提示しております。以下９ページ上段

までは過去のデータを分析したものになります。６ページになります。 
「保険者の特性把握」では、人口構成、特定検診受診率、特定保健指導実施率、介

護保険認定率、主たる死因の割合を示しております。 
７ページ上段では、「疾病別医療費統計」を記載しており、新生物（腫瘍）が全体の

１６％で１位となり循環器系の疾患（心筋梗塞や脳疾患等）が１４％で２位、内分泌

栄養及び代謝疾患（腎不全等）が１１％で３位となり、医療費の４１％がこの３種の

疾病になっております。 
本計画１２ページに記載されておりますが、令和４年に生まれた下野市の子の平均

余命（あと何年生きられるか）は男性の平均余命が８２．６歳、自立して生活できる

平均自立期間が８１．２歳となり、女性の平均余命が８７．６歳、平均自立期間が８

４．９歳となっており、生活に支障をきたす期間がそれぞれ１．４年と２．７年とな

っておりますので、この期間できるだけ短くし健康で過ごす期間が長くなるよう保健

事業の実施、推進に努めてまいります。 
７ページ下段では、「特定健康診査及びレセプトデータによる指導対象者群分析」で

は、４０歳以上の被保険者について健診データや生活習慣病にかかわるレセプト等を

判定し７つのグループに分類したものになります。 
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表の一番左側８４２人については健康診査を受診した結果、指導リスクのない「健

康結果優秀者」となり、一番右側については、検診を受診せず、生活習慣病投薬に関

するレセプトはない状態不明者２，６６７人となっており、健康状態が把握できてい

ない方になります。この方たちに健康診査を受診していただくよう勧奨等事業に取り

組んでまいります。 
８ページ上段は、「糖尿病性腎症重症化予防に係る分析」になります。Ⅲ期以降の腎

症患者数は５１３人となり、保健指導の優先順位の高い指導対象者はⅢ期赤の部分１

３０人になります。 
８ページ中段「受診行動適正化にかかる分析」と「ジェネリック医薬品普及に係る

分析」では、受診者の動向を分析し、重複受診・服薬者を抽出及びジェネリック医薬

品の普及率を示しており、ジェネリック医薬品の表の最下部分は、ジェネリック医薬

品があるにもかかわらず利用していない数値になりますので、今後これらを是正でき

るよう受診者や医療関係者と連携を図り事業推進に努めてまいります。 
９ページ上段では第２期のデータヘルス計画の達成状況を示しております。これら

のデータを踏まえ、５つの課題と対策を示したものが９ページ中段の表になります。 
特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率では、生活習慣病患者が多数存在し医

療費も高額となるため、検診の受診率向上を図るとともに、保健指導を要する対象者

を特定し特定保健指導を行い、生活習慣や検査値の改善に向けた指導を行い、疾患の

重症化の予防に取り組んでまいります。 
次に、検診異常数値放置者、生活習慣病治療中断者につきましては、７ページ下段

の表に示されております４医療機関受診勧奨対象者の下側の赤い網欄掛け異常数値

放置者や治療中断者に対し医療機関への受診勧奨を行い、重症化を予防することとい

たします。 
糖尿病性腎症つきましては、人工透析に進行することがないよう、早期に保健指導

を行い、生活習慣を改善させることにより腎症悪化の遅延をいたします。 
重複・頻回受診者、重複服薬者に関しては、正しい受診行動に導くよう指導してま

いります。ジェネリック医薬品の普及率に関しましては、国の目標値を達成しており

ますが引き続き、受診者や医療機関に対し切り替え勧奨の行うことといたします。 
最後に、保健事業実施計画につきましては、令和６年度から１１年度までの６年間

に実施する特定健康診査受診勧奨事業からジェネリック医薬品差額通知事業までの

７つの保険事業を示したものになります。 
以上が本計画素案の概要になります。 
本計画において、パブリックコメントを１月末までを期限とし実施いたしました。

市民の方からの意見等はございませんでした。 
以上が第３期下野市国民健康保険データヘルス計画概要版の説明といたします。 

（松山会長）  いままでのところで、ご意見やご質問をお受けします。なにかございませんか。 
（相澤委員）  資料４の円グラフ中で、透析に関する疾患はどこに分類されますか。腎尿路生殖器 



10 
 

系の疾患でしょうか。 
（事務局）  透析に係る腎症に関しては内分泌、栄養及び代謝疾患に分類されます。 
（相澤委員）   わかりました。ありがとうございます。 
（松山会長）   他にございますか。無いようですね。 
（事務局）  それでは株式会社データホライゾンさんはここで退出させていただきます。 
（松山会長）   つづきまして、報告事項（３）第４期下野市国民健康保険特定健康診査等実施計画

の 
策定について、事務局の説明をお願いします。 

（事務局）  第４期下野市国民健康保険特定健康診査等実施計画についてご説明いたします。 
本計画は、第３期計画が今年度に終了することに伴い、次期計画として令和６年度

から令和１１年度までの６年間における糖尿病などの生活習慣病のもととなる内臓

脂肪症候群の該当者やその予備群を減らすことを目的として実施している特定健康

診査・特定保健指導について、その実施率や具体的な実施方法を定めた計画となり、

計画素案により第１章の下野市の国民健康保険の現状から第４章の目標達成に向け

た取組までで構成されたものであります。 
では、概要版にて説明いたしますので１０ページから１１ページをお開きください。 
１０ページです。１の計画期間につきましては、令和６年度から令和１１年度まで

の６年間といたします。 
２の対象者といたしましては、市の国民健康保険加入者で実施年度ごとに４０歳か

ら７４歳の方が対象となり、妊産婦等を除いた方になります。 
特定保健指導は、特定健康診査の受診結果により、メタボリックシンドロームの該

当者・予備軍となる方が対象となります。（メタボ判断基準値は計画９ページ） 
３の目標値につきましては、下記の表に示した通り令和６年度には特定健康診査の

受診率を５２％、特定保健指導実施率を３０％とし最終年度においては、それぞれ６

０％を目標としております。前計画中の受診率については、本計画６ページ以降に記

載してありますが受診勧奨により増加傾向になっております。１１ページです。 
４の年間実施スケジュールになります。特定健康診査につきましては４・５月にか

けて対象者を抽出し、健診の実施や受診勧奨を行い、さらに健診の結果により特定保

健指導者の抽出を行い、指導等を実施していく予定となっております。 
これらのスケジュールに伴い、５の特定健康診査の実施方法や６の特定保健指導の

実施方法を明記しました。 
７の周知方法につきましては、市広報誌やホームページをおいて活用し、対象者に

対しては、受診券・利用券を送付いたします。 
８の個人情報の保護につきましては法令及び条例を遵守し取り扱いいたします。 
また、９の計画の評価・見直しにつきましたは、毎年度計画達成状況を評価し、見

直しの必要性が生じた場合には国保運協に図ったうえで見直しを実施いたします。 
本計画において、パブリックコメントを１月末までを期限とし実施いたしました。
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市民の方からの意見等はございませんでした。 
以上が第４期下野市国民健康保険特定健康診査等実施計画概要版の説明になりま

す。 
（松山会長）   いままでのところで、ご意見やご質問をお受けします。何かございますか。 

令和４年度の実績は５０.１％で、昨年度の最後の運営協議会において目標は６０％

としていたと思いますが、努力した結果がこの結果だったというわけですね。 
そして、令和６年度の目標は５２％となり、最終的には令和１１年度に６０％を達

成するためにこの計画を策定したということですね。 
（事務局）  こちらに明記させていただいた通り、令和１１年度には日本国内の全市区町村が特 

定健康診査受診率６０％を達成する目標となっています。 
（松山会長）  質問が無いようなので、つづきまして、報告事項（４）第２期下野市国民健康保険 

データヘルス計画の進捗状況について、および報告事項（５）第３期下野市国民健康

保険特定健康診査等実施計画の進捗状況について、続けて、事務局の説明をお願いし

ます。 
（事務局）    第２期下野市国民健康保険データヘルス計画の進捗状況及び第３期下野市国民健康 

保険特定健康診査等実施計画の進捗状況についてご説明いたします。 
１２ページから１４ページをお開きください。１２ページ中段、１４ページ中段で

す。 
データヘルス計画及び特定健康診査等実施計画の実績値について、令和４年度の特

定健康診査受診率は、令和３年度と比較いたしますと、２パーセント上昇するも、有

所見者の割合における間差は１.２％と少ないものとなっております。 
特定健康診査の集団健診の実施回数は、令和４年度は全４３回実施いたしました。 
かかりつけ医で受診した方も多く、受診率もコロナ禍前に戻りつつあります。受診

率は対象者数８，２５８人、受診者数４，１４１人前年比２％増の５０.１％でした。 
しかし、コロナ禍前よりも少ない状況は続いているため、未受診者勧奨も行ってお

ります。対象者をただ未受診者とするのではなく、１度予約したがキャンセル・当日

受診しなかった方など受診確立の高い方にする、勧奨通知の文言を変える等、工夫を

行っているところです。 
今後も、受診しやすい環境や未受診者対策を行い、受診率向上に努めてまいります。 

１２ページ上段です。 
令和４年度の特定健診の有所見者の割合においてはメタボリックシンドロームの

該当者および予備群、BMI、HbA１c、LDL コレステロールともに前年度との間差は

少ないものでした。 
なお、要指導項目のある方には健康増進課において、結果説明会へ勧奨し指導を行

っております。 
結果説明会において、参加者より「コロナで外出・運動を控えていた。」「人の集ま

るところに行くのが嫌で健診を受けていなかった。」というご意見をいただいており
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ます。 
健康寿命の延伸を目指し、健康づくりが重要と考えるため、特定健康診査を定期的

に受診し自分の健診結果を把握していただくこと、適切な生活習慣を継続する支援が

必要と考えております。 
１５ページ中段です。「特定保健指導対象者の減少率」においては、令和４年度は前

年比１.１％増の２０.３％でした。 
市では、被保険者ご自身の生活習慣病の発症リスクや総合的な健康状態の把握する

機会を積極的に得ていただくため、高血圧予防教室等を実施し、健診結果や生活習慣

を振り返り、改善点に気づき生活改善目標が建てられるような指導を心がけておりま

す。 
また、生活習慣を改善に向けた、自宅において実践できるような取り組みを提案し、

３か月後に目標の実施状況についてアンケートを実施し評価を行っております。 
本教室に参加いただいた方々の取り組み内容を確認しながら、今後も教室内容を充

実してまいります。 
（松山会長）   ただいまの説明に対しまして、ご質問はございますか。   

質問が無いようなので、４その他にうつります。 
 
 
５．その他 

（松山会長）  事務局からなにかございますか。 
（事務局）   資料の７ページの円グラフで、透析の方がどこに分類されるのかというご質問です

が、糖尿病性腎症の透析患者は緑色の内分泌の疾患に分類されるのですが、例えば先

天性の腎不全や慢性腎不全については茶色の腎尿路生殖器系の疾患に分類されます。

一概に透析をやっているからというのではなく、原疾患が何かということで分類され

ます。補足でした。 
（相澤委員）  インシュリン関係が内分泌に分類されるということですね。 
（事務局）   そうです。 
（松山会長）  その他ありますでしょうか。事務局からまだあるようです。 
（事務局）    令和６年度の運営協議会につきましては、会議の開催を全４回予定しているほか、 

県国保連合会等主催の委員研修会への参加を予定しております。続きまして、令和７

年度からの国民健康保険税の見直しについてです。 
こちらにつきましても、ご協議いただく予定となっておりますが、昨年に令和５年・

６年の保険税の見直しについてご協議いただいた際ご説明申し上げた通り、今現在、

栃木県内での国民健康保険税水準の統一を目指して県と市町で協議を進めていると

ころです。 
保険税水準の統一に際して被保険者におかれましては、混乱が生じないよう、令和

７年度以降の保険税率改正等についても慎重な審議が必要なことから、本日お示しし
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ているスケジュールについてはあくまで案とし、また改めて、令和６年第１回運営協

議会において皆様に正式なスケジュールをご提示できればと考えております。 
説明は以上となります。 

（松山会長）   ただいまの説明に対しまして、ご質問はございますか。 
それでは質問が無いようなので、以上でその他を終わります。 

本日予定しました議事は全て終了しました。以上を持ちまして進行を事務局にお返し

します。 
６．閉会 

（事務局）   議事進行ありがとうございました。委員の皆様におかれましても長時間にわたりご

審議いただき、ありがとうございました。 
今年度の運営協議会は本日が最後となります。委員の皆様におかれましては市国保

運営にご協力いただきありがとうございました。 
以上をもちまして、令和５年度第４回下野市国民健康保険運営協議会を閉会いたし

ます。 
また、委員の皆様におかれましては、令和３年度よりお忙しい中、会議への参加、

活発なご意見を賜り大変お世話になりました。 
今後も引き続き市行政事業につきまして、ご理解ご協力を賜りますようお願いいた

します。 
以上 

  


